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要説 不動産に関する行政法規 第28版>をご購読いただきまし

てありがとうございます。

本追録は，平成24年９月21日から平成25年７月31日までに改正さ

れた法令のうち，本版の記述に関係する事項について収録したもの

です。

学陽書房



法令改正によるもの

第Ⅰ部 国土利用・都市計画

◆国土利用計画法

１ 第２章第２節Ⅱ２の記述中「市町村長の意見を聴き，都道府県議会の議

決を経なければならない」を「市町村長の意見を聴かなければならない」

に改める。

〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（平成25年法律第44号）による改正（平成26年４月１

日施行）〕

※都道府県計画を定める場合に都道府県議会の議決を経なければならない

という義務を廃止するもの。【本版６頁―第２章第２節Ⅱ２関係】

２ 第２章第２節Ⅲ２の記述中「努めるとともに，市町村議会の議決を経な

ければならない（８条３項・４項）。」を「努めなければならない（８条３

項）。」に改める。

〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（平成25年法律第44号）による改正（平成26年４月１

日施行）〕

※市町村計画を定める場合に市町村議会の議決を経なければならないとい

う義務を廃止するもの。【本版６頁―第２章第２節Ⅲ２関係】

３ 第２章第４節Ⅲ２の記述中「市町村長は申請書に意見を付して都道府県

知事に送付する」を「市町村長は当該申請書の内容に意見があるときは，

その意見を付さなければならない」に改める。

〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（平成25年法律第44号）による改正（公布日（平成25

年６月14日）施行）〕



(注) 未施行（平成27年１月１日施行）。

２ サービス付き高齢者向け賃貸住宅等の割増償却について，次のような改

正が行われた（租税特別措置法14条）。【本版480頁―第Ⅷ部第２章第２節Ⅱ

２⑴関係】

⑴ 適用期限を平成28年３月31日まで延長した。

⑵ 平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に取得等をした場合

の割増償却の率を，普通償却額の114％（耐用年数が35年以上のものは120

％）とした。

３ 特定再開発建築物等の割増償却について，次のような改正が行われた

（租税特別措置法14条の２）。【本版481頁―第Ⅷ部第２章第２節Ⅱ２⑵関係】

⑴ 適用期限を平成27年３月31日まで延長した。

⑵ 都市再生事業により整備される建築物のうち，都市再生緊急整備地域

から特定都市再生緊急整備地域を除いた地域内において整備されるもの

の割増償却の率を，普通償却額の140％とした。

４ 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場

合の譲渡所得の課税の特例について，適用期限の到来（平成25年３月31日）

をもって廃止した（旧租税特別措置法37条の９の２）。【本版509頁―第Ⅷ部第

２章第３節Ⅴ４⑹関係】

５ 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除について，次のような改正が

行われた（租税特別措置法41条～41条の３）。【本版521頁～528頁―第Ⅷ部第２

章第５節関係】

(注) 未施行（平成26年１月１日施行）。

⑴ 適用期限を平成29年12月31日まで延長した。

⑵ 住宅の取得等をして，平成26年から平成29年までの間に居住の用に供

した場合の特別税額控除の額等を以下のとおりとした。

① 一般の住宅の場合

居 住 年 控除期間
住宅借入金等の

年末残高
控除率

各年の控
除限度額

最高控除
限度額計

平成26年１月～３月 10年間 2,000万円 1.0％ 20万円 200万円

※市町村長が土地に関する権利の移転等の許可に係る申請書に意見を付す

るのは，当該申請書の内容に意見があるときに限ることとするもの。

【本版12頁―第２章第４節Ⅲ２関係】

◆都市計画法

１ 第３章第１節Ⅶ８⑴の記述中 を とし， の次に「 一団地の復興

拠点市街地形成施設」を加える。

〔大規模災害からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）による改正

（平成25年８月20日施行）〕

※大規模災害からの復興に関する法律に基づく一団地の復興拠点市街地形

成施設が，都市計画法上の都市施設とされたことによるもの。【本版36

頁―第３章第１節Ⅶ８⑴関係】

２ 第３章第１節XIII２⑸の記述中「都道府県は国土交通大臣及び関係市町

村長に，市町村は国土交通大臣及び都道府県に」を「都道府県は関係市町

村長に，市町村は都道府県に」に改める（「国土交通大臣及び」を削る）。

〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（平成25年法律第44号）による改正（公布日（平成25

年６月14日）施行）〕

※都市計画決定時に都市計画の図書の写しを国土交通大臣に送付しなけれ

ばいけないという都道府県及び市町村の義務を廃止するもの。【本版52

頁―第３章第１節XIII２⑸関係】

第Ⅷ部 不動産に関する税

◆所得税関係

１ 所得税の税率について，課税所得4,000万円を超える金額については45

％とし，平成27年分以後の所得税について適用することとした（所得税法

89条，所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則５条）。

【本版477頁―第Ⅷ部第２章第１節Ⅴ４⑴①関係】



うな改正が行われた（租税特別措置法41条の19の２）。【本版529頁―第Ⅷ部第

２章第７節関係】

(注) 未施行（平成26年１月１日施行）。

⑴ 適用期限を平成29年12月31日まで延長した。

⑵ 特定の増改築等をして，平成26年から平成29年までの間に居住の用に

供した場合の特別控除の額等を以下のとおりとした。

工 事 完 了 年 耐震改修工事限度額 控除率 控除限度額

平成26年１月～３月 200万円 10％ 20万円

平成26年４月～平成29年12月 250万円 10％ 25万円

(注) 工事完了年が平成26年４月～平成29年12月までの部分の額等は，消費税

の税率が８％又は10％の場合の額であり，それ以外の場合には，工事完了

年が平成26年１月～３月までの部分の額等による。

８ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除につい

て，次のような改正が行われた（租税特別措置法41条の19の３）。【本版529頁

～530頁―第Ⅷ部第２章第８節関係】

⑴ 適用期限を平成29年12月31日まで延長した。

⑵ 特定の増改築等をして，平成25年から平成29年までの間に居住の用に

供した場合の特別控除の額等を以下のとおりとした。

① 一般断熱改修工事等（省エネルギー改修工事）の場合

工 事 完 了 年 改修工事限度額 控除率 控除限度額

平成25年１月～平成26年３月 200万円（300万円) 10％ 20万円（30万円)

平成26年４月～平成29年12月 250万円（350万円) 10％ 25万円（35万円)

(注) カッコ内の数字は，一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電設備の設置

工事を行う場合の限度額である。

② 高齢者等居住改修工事等（バリアフリー改修工事）の場合

工 事 完 了 年 改修工事限度額 控除率 控除限度額

平成25年１月～平成29年３月 200万円 10％ 20万円

(注) 本改正については，バリアフリー改修工事の平成25年１月から平成26年

平成26年４月～
平成29年12月

10年間 4,000万円 1.0％ 40万円 400万円

② 認定住宅（認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅）の場合

居 住 年 控除期間
住宅借入金等の

年末残高
控除率

各年の控
除限度額

最高控除
限度額計

平成26年１月～３月 10年間 3,000万円 1.0％ 30万円 300万円

平成26年４月～
平成29年12月

10年間 5,000万円 1.0％ 50万円 500万円

(注) 居住年が平成26年４月～平成29年12月までの部分の額等は，消費税の税

率が８％又は10％の場合の額であり，それ以外の場合には，①，②いずれ

も，居住年が平成26年１月～３月までの部分の額等による。

６ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の特別控除の額の特例

について，次のような改正が行われた（租税特別措置法41条の３の２）。【本

版528頁―第Ⅷ部第２章第６節関係】

(注) 未施行（平成26年１月１日施行）。

⑴ 適用期限を平成29年12月31日まで延長した。

⑵ 特定の増改築等をして，平成26年から平成29年までの間に居住の用に

供した場合の特別控除の額等を以下のとおりとした。

特定増改築等限度額
居 住 年 控除期間 控除率

各年の控

除限度額

最高控除

限度額計その他の借入限度額

平成26年１月～

３月

５年間 200万円 2.0％ ４万円 60万円

800万円 1.0％ ８万円

平成26年４月～

平成29年12月

５年間 250万円 2.0％ ５万円 62.5万円

750万円 1.0％ 7.5万円

(注) 居住年が平成26年４月～平成29年12月までの部分の額等は，消費税の税

率が８％又は10％の場合の額であり，それ以外の場合には，居住年が平成

26年１月～３月までの部分の額等による。

７ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について，次のよ
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【本版555頁―第Ⅷ部第４章第２節Ⅴ１⑵関係】

３ 相続税の税率について，次のような改正が行われた（相続税法16条）。

【本版556頁―第Ⅷ部第４章第２節Ⅴ１⑶関係】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1,000万円以下の金額 10％ ―

1,000万円を超え3,000万円以下の金額 15％ 50万円

3,000万円を超え5,000万円以下の金額 20％ 200万円

5,000万円を超え１億円以下の金額 30％ 700万円

１億円を超え２億円以下の金額 40％ 1,700万円

２億円を超え３億円以下の金額 45％ 2,700万円

３億円を超え６億円以下の金額 50％ 4,200万円

６億円を超える金額 55％ 7,200万円

４ 相続税の未成年者控除について，20歳になるまでの年数の１年について

10万円（改正前―６万円）を控除することとした（相続税法19条の３）。【本

版558頁―第Ⅷ部第４章第２節Ⅴ２⑶ハ関係】

５ 相続税の障害者控除について，85歳になるまでの年数の１年について一

般障害者にあっては10万円（改正前―６万円），特別障害者にあっては20万

円（改正前―12万円）を控除することとした（相続税法19条の４）。【本版559

頁―第Ⅷ部第４章第２節Ⅴ２⑶ニ関係】

６ 相続時精算課税制度の対象とならない贈与税の税率について，次のよう

な改正が行われた（相続税法21条の7,租税特別措置法70条の２の４）。【本版

570頁―第Ⅷ部第４章第３節Ⅴ４関係】

課税標準 税率 控除額

一 般 税 率 200万円以下 10％ ―

300万円以下 15％ 10万円

400万円以下 20％ 25万円

３月までの取扱いについて規定漏れがあったが，「①法律が既に公布されて

いる以上，現行の条文を前提に，既に経済取引の判断がなされている可能

性があること，②現行の条文により，当初想定していた措置より納税者が

不利になるものではないこと」等を勘案し，条文のとおりとすることとさ

れたところである（『「所得税法等の一部を改正する法律」（平成25年法律第

5号）の一部改正規定の内容について』（平成25年５月30日財務省発表）参

照）。

９ 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について，

次のような改正が行われた（租税特別措置法41条の19の４）。【本版530頁―第

Ⅷ部第２章第９節関係】

(注) 未施行（平成26年１月１日施行）。

⑴ 適用期限を平成29年12月31日まで延長した。

⑵ 認定低炭素住宅の新築等も対象とし，認定住宅（認定長期優良住宅及

び認定低炭素住宅）の新築等をして，平成26年から平成29年までの間に

居住の用に供した場合の特別控除の額等を以下のとおりとした。

居住年 対象住宅 認定住宅限度額 控除率 控除限度額

平成26年１月～３月 認定長期優良住宅 500万円 10％ 50万円

平成26年４月～

平成29年12月

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

650万円 10％ 65万円

◆相続税関係

(注) 未施行（平成27年１月１日施行）。

１ 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例について，特定居住用宅

地等である場合の面積の限度を330㎡（改正前―240㎡）とすることとした

（租税特別措置法69条の４）。【本版553頁～554頁―第Ⅷ部第４章第２節Ⅳ３関

係】

２ 相続税の基礎控除について，財産を取得した全員に係る相続税の課税価

格から3，000万円（改正前―5,000万円）と600万円（改正前―1,000万円）に

法定相続人数を乗じた額の合計額を控除することとした（相続税法15条）。



第９項・10項）。【本版598頁―第Ⅷ部第６章第２節Ⅸ９関係】
600万円以下 30％ 65万円

1,000万円以下 40％ 125万円

1,500万円以下 45％ 175万円

3,000万円以下 50％ 250万円

3,000万円超 55％ 400万円

軽減税率（20歳以上の者が直系尊属か

ら贈与により取得した財産に係るもの）

200万円以下 10％ ―

400万円以下 15％ 10万円

600万円以下 20％ 30万円

1,000万円以下 30％ 90万円

1,500万円以下 40％ 190万円

3,000万円以下 45％ 265万円

4,500万円以下 50％ 415万円

4,500万円超 55％ 640万円

◆固定資産税関係

１ 市街地再開発事業により建築された区分所有建物に対する減額につい

て，適用期限を平成27年３月31日まで（改正前―平成25年３月31日）延長し

た（地方税法附則15条の８第３項）。【本版597頁―第Ⅷ部第６章第２節Ⅸ５関

係】

２ サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額について，適用期限を平

成27年３月31日まで（改正前―平成25年３月31日）延長した（地方税法附則

15条の８第４項）。【本版597頁―第Ⅷ部第６章第２節Ⅸ６関係】

３ 住宅のバリアフリー改修に対する減額について，適用期限を平成28年３

月31日まで（改正前―平成25年３月31日）延長した（地方税法附則15条の９第

４項・５項）。【本版598頁―第Ⅷ部第６章第２節Ⅸ８関係】

４ 住宅の省エネルギー改修に対する減額について，適用期限を平成28年３

月31日まで（改正前―平成25年３月31日）延長した（地方税法附則15条の９
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